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６月４日(土)～５日(日)、全労連・非正規センターが主催する「非正規で働く仲間の全国交流集会」が
長野県民文化会館ホクト文化ホールで開催され、２日間で生

協労連から 189 名が参加、全国から約５００名のなかまが
参集しました。集会では宮城、岩手、福島の被災地からの参

加もあり１３６，０３５円のカンパが寄せられました。主催

者あいさつの中で全労連の小田川事務局長は「ディーセン

ト・ワークこそ最大の復興支援策だ。震災復興のためとして

経団連は、有期契約、労働者派遣法、労働時間規制などの規

制緩和を１７１項目も政府に要請している。集会で闘いの意

思統一をしよう、最低賃金の引き上げにも頑張ろう。」と挨

拶をおこないました。                    

  記念講演では 

「家族みんなが安心して働き生活できる社会を･･･、ディーセント・ワークの実現を目指して」と題して、

牛久保秀樹弁護士が講演をおこないました。「郵政職場では 65%が非正規労働者。昨年 8,438人の正社員化が
実現した。正社員になった郵便局のある女性の給与明細を見せてもらったら、非正規時代は138,000円、正社
員になって252,000円で、一時金や諸手当などで、年収約200万円の増額になったと聞く。各社とも非正規社
員は補完的な存在から不可欠な存在の傾向が強くなっている。非正規社員の存在なくして一日たりとも業務が

できない。正社員になってよかったことは、家族が一番喜んでくれたこと。ILOは、非正規問題は世界の労働
者の問題と重要視している。『固定化された新しい階級ができている?』という捉え方がされていて、今年末に
ILOのシンポジウムが開かれる予定。日本は ILO条約 188のうち、48しか批准(25%)をし
ていない。本当の開国はTPPではなく、せめて50%を批准したらどうか。21世紀のディー
セント・ワークは自分の労働条件だけでなく、家族みんなが安心して働き生活できる社会を

目指すべき」など、わかりやすい講演でした。 

            

 

             

 

  

  

 

 

パート    なかないで あしたを見つめ歩きましょう 
部会    にげないで 明るい職場をつくりましょう 
 の     ぬけめなく しっかり実利をとりましょう 
 なに    ねつっぽく 暮らしと生協を語りましょう 
ぬねの    のしつけて 差別を返上しちゃいましょう 

 

［牛久保秀樹 弁護士］ 

【分科会】 【パレード】

リレートークは 

「最低1000円要求をかかげた生協労連のたたかい」について、おおさかパルコープ労組の中井さん

が発言をしました。 
 



   

 

関西地連パート部会 学習交流会 開催 
 

 

 

 
 

《6月18日（土）京都生協会館 にて、５３名参加》 
 

関西地連パート部会では、全日本年金者組合書記次長の加納忠氏を講師にお迎えして学習交流会を開催いた

しました。将来の生活設計に重要になってくる年金を今からしっかりと勉強し、最低賃金１０００円実現、均

等対偶、ディーゼントワークにつながっての働き方、最低時給1000円要求の闘いがいかに大切であるかとい
う事を学びました。午後からは、「店舗、物流、共同購入、本部」に分かれ職種別に交流をおこない、生協で働

くなかま同士いろいろな事をしゃべり、聞き、他生協の闘いを学びながら、有意義な時間を過ごしました。 
 

 
   
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

〇今回の講演で、年金の仕組

みがわかり、このままでは

いけないと思った。 

〇時給が低いと将来の年金額

も少なくなるので、今が大切

だと思った。 

【学習会の感想より】 

         

● 店舗 
・正規が少なくなった。パートリーダーの方が

責任をもってやる。 
・再雇用なので、賃金がまた低いランクからス

タート。 

● 支所 
・正規との賃金額差、仕事の内容は同じなのに。

パート 8 人のリーダーをしている。リーダーが
女性だからできることもある。 

● 物流 
・契約時間を大幅にオーバーいているが、単発なのか、継続的な

のか、システムの移行期間だけのことなのか不明で、誰もが不

満に思っている。 
・8人の再雇用者、契約時間は守れたが、交通費上限 15000円超
えると自己負担に。再雇用の時給779円は大阪府の最賃と同じ。

＜職場別交流会より＞ 

● 本部 
・人事制度の提案がある。再雇用になってパート

の時にあった、小休止（15分間）がなくなった。
・原発に関する問い合わせが多い。パル以外は独

自の測定器がない。 
・退職金 総労働時間×３５円が京都、パルは１

５円で京都の半分以下、よどがわの 7 円はパル
の半分以下。 

 

〇将来の社会保障を考えると、

賃金を上げる闘いが重要にな

ってくると実感しました。 

［支所］ ［本部］ ［物流］ ［店舗］ 
 

   
 

 [作成 関西地連 奥田＆三枝] 


